
区市町村における動物愛護管理業務①

＜動物愛護管理法＞

【区市町村における動物愛護管理担当職員の設置の努力義務化（第37条の3）】

• 条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。

• 動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて

充てる。

＜基本指針＞

• 動物の愛護と管理をめぐる課題に、地域の実情も踏まえて効果的に取り組むためには、指定都市及び中核市以外の市区町村を含む行政間及

び行政内の部局間の連携や、動物愛護推進員や動物愛護の地域ボランティア及び民間団体の協力が重要。

• 動物の愛護及び管理の普及啓発、地域住民に対する直接的な指導等では、全ての市区町村にその役割が期待。

• 多頭飼育問題等不適正な飼養に対応するため、関係する地方公共団体の福祉部局等との連携を強化。

法・基本指針の改正内容

審議会委員からの主なご意見

資料５－３

＜動物愛護管理業務における区市町村の役割＞

• 「動物愛護管理行政は地域社会の課題であり、一般市区町村の業務」であるという認識を定着させていくのが必要。

• 動物愛護管理担当職員を配置することに異存はないが、都としてしっかり方向性を示すこと。

• 市区町村における担当職員のあり方は各自治体により曖昧で、ボランティアとの協同が手探り状態であるため、職員のできることを明確に

して欲しい。

• 危害防止や生活環境・自然環境への悪影響防止の観点でも啓発と徹底をお願いしたい。

＜区市町村における体制整備＞

• 飼養状況に問題のある飼い主との交渉はボランティアのみでは困難なため、職員が積極的に現場に出られるよう人員を確保して欲しい。

• 市区町村に対し、動物愛護管理の専門部局設置をサポートすべき。また、動物愛護管理専門部局は、町会担当部署との連携が望ましい。

＜区市町村担当職員向け研修の充実＞

• 動物愛護管理担当職員の設置は各自治体の判断に任されるべきであるが、一般市区町村の事務職員向けの研修会などを積極的に行うべき。

• 法律や行政と民間連携といったテーマも重要。また、メディエーションの技法を身につける等の研修によるスキルアップができると良い。
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区市町村における動物愛護管理業務②

 動物飼養に関する問題への対応（飼い主のマナー不足、飼い主のいない猫をめぐるトラブル等）

・飼養に関する普及啓発、苦情相談対応、住民への指導を含めたマナー向上対策、飼い主のいな

い猫対策など、地域特性を踏まえた取組

・近年課題となっている多頭飼育に起因する問題や飼い主の高齢化に伴う飼養困難に係る問題へ

の対応

 犬の登録、狂犬病予防注射の徹底（飼い主責務の徹底をはじめとした普及啓発、指導）

 災害時対策（住民への普及啓発や同行避難を前提とした避難所運営）

 区市町村における普及啓発の強化

・身近な地域で飼い主が学ぶ機会の確保や啓発を担う人材養成を支援

 相談支援体制整備のサポート

・区市町村担当職員への知識や対応力向上のための支援を実施

・相談支援の際に、区市町村が関係機関や大学等から必要な専門的助言

や支援を受けられる仕組みを構築

 関係機関が連携して対応できる体制の整備

・区市町村において、動物愛護分野や保健福祉分野等の関係機関による連

携や情報共有等を進める場を設け、円滑かつ速やかな対応を図る仕組み

づくりを支援

 都と区市町村の連携強化

・区市町村における課題等を共有する仕組みを構築

区市町村に期待される役割

多頭飼育問題をはじめ、動物飼養に関する問題を地域に密着した問題として捉え、都と連携した動物愛護管理の普及啓発や地域住民に対する直接的な指導等を実施

⇒ 犬の適正飼養の徹底（資料5 1.(2) 参照）

⇒ 災害への備えと発災時の危機管理体制の強化
（資料5-5 参照）

相談支援体制整備・強化に取り組む区市町村を支援

⇒ 動物飼養に関する問題への相談支援体制の整備

区市町村医療包括補助事業メニュー
＜地域における相談支援体制整備事業＞ 令和2年度開始

健康上の理由等で飼い主が飼養を継続することが困難となった場合などに、
身近な地域で相談や支援が受けられる体制づくりに取り組む区市町村を支援

【具体的な支援のイメージ】

東 京 都

〇 相談対応
〇 一時保護
〇 譲渡の斡旋等

飼い主・地域住民

飼養困難となった動物

飼い主のいない猫

相談

補助金
区市町村

地域のボラン
ティア団体

連携（委託等）

【現状】 【期待される役割】

〈参考〉

東京都の取組の方向性（案）
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